
境港市 空き家・空き地情報バンク（情報収集・提供）の手続きの流れ 
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○空き家・空き地登録申込みのできる者は、空き家・空き地に係る所有者又は売却若しくは賃貸を行

うことができる権利を有する者とします。 

 

○市は、上記フローの①～⑦までを行い、賃貸、売買の交渉・契約については一切関与せず、責任を

負いません。 

※個人間の交渉・契約のトラブルを防ぐため、原則として、宅地建物取引業協会を通じて仲介する不

動産業者を募集して紹介します。（仲介等の手数料は当事者負担） 

※諸事情により、仲介する業者が見つからない場合があります。 

 

○空き家・空き地に関する情報について、建物の所在地、用途、構造、延床面積、土地面積、設備の

状況、外観写真など、情報提供が可能な内容を公開します。 
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